
 

 

 

 

 

 

 

 

第 ７ 回 定 例 総 会

議 事 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 

令和６年２月１４日開会 

令和６年２月１４日閉会 
 

 

米沢市農業委員会 



1 

 

 

令和６年２月１４日（水）午後２時３０分 米沢市農業委員会第７回定例総会を米沢市役所庁

議室３０３会議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 小関善隆 委員 

  ２番 我彦正福 委員 

  ３番 山王堂民榮 委員 

  ４番 佐藤政和 委員 

  ５番 宮﨑雅文 委員 

  ６番 木村彰博 委員 

  ８番 樋渡由美 委員 

  ９番 髙山吉典 委員 

 １０番 遠藤伊一 委員 

 １１番 江口益美 委員 

 １２番 橋本政美 委員 

 １３番 古畑功一 委員 

 １４番 佐藤利夫 委員 

 １５番 長谷部吉雄 委員 

 １６番 相田市三郎 委員 

 １７番 伊藤俊浩 委員 

 １８番 鈴木晃子 委員 

 １９番 桐澤林右衛門 委員 

 

 

 

 欠席通告委員（１名） 

  ７番 鈴木和義 委員 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 農業委員以外の出席者（なし） 

 

 

 会議に出席した事務局職員（６名） 

   事 務 局 長   小 田 浩 昭 

   事務局長補佐兼農政振興主査   根 津 正 孝 

   農 地 主 査   宮 原   功 

   主      査   瀧 口 圭 史 

   主      任   金 子 菜 々 

   主      任   須 貝 祐 太 

 



 

2  

 会議に付議した事項 

 

１．提出議題 

 

  報第１号   非農地証明の報告について 

 

  議第１号   農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知について 

 

  議第２号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第３号   農用地利用集積計画について 

 

  議第４号   贈与税の納税猶予に関する農業経営証明について 

 

２．その他 
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開  会   午後２時３０分 

 

根津補佐    それでは、これより第７回米沢市農業委員会定例総会を開会いたします。 

        初めに、「農業委員会憲章」の唱和を８番 樋渡由美委員のご発声にてよ

ろしくお願いいたします。 

       （唱和） 

根津補佐    それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会  長    皆さん、大変今日はご苦労さまでございます。 

        定期総会と続きますのでスムーズな進行をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

        先頃、置農委の会議があり会長、会長職務代理者、そして事務局長が出席

しました。その中で米沢市からの議題として、地域計画の進行状況を各市町

から教えていただいたところです。各市町でそれぞれの進行状況聞いたわけ

でありますが、進んでいるところ、進んでいないところ様々のようです。進

んでいるところについては、地図を作成しているという状況のようでありま

す。まだのところは意向調査してそこまで進んでいないわけでありますが、

地区によってはこの進め方について、農政課、農業委員会、土地改良あるい

はＪＡとどういう進め方でいくのかということの話合い持ったというところ

もあります。米沢ではそこまでも進んでいないため、そういうことも必要な

のではと思ったところです。 

        地図についても作成、米沢の場合作成されない、事情というか地図作成で

きない。計画によりますと２月、３月に意向調査の結果を受けて集落の話合

いを進めていき、１１月頃にはその地図作成も終わって３月に向けた取組を

するという日程は作っておりますが、話合いの場をどうしていくかがひとつ

大きな課題だと思ったところです。 

        今日の天気のように暖冬ということで、春の４月のような気候ということ

で、本格的に水不足になるのではと心配もしているところであります。小国

に行ってきましたが、ここと似たような雪しかなく、小玉川でかまくら造っ

ておるんですが、かまくらは造ったけど積雪は６０センチくらいしかないと

いうような除雪する人の仕事もないと言っておりました。ということであり

ますので、とにかく地域計画ということを皆さん頭に入れながら今後も進め

ていただきたいなと思います。 

        今日は大変ご苦労さまでございます。 

根津補佐    ありがとうございました。 

        それでは、議事に移りますが、総会の議長は米沢市農業委員会会議規則第

４条の規定により会長が務めることになっておりますので、会長に議事の進
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行をお願いいたします。 

議  長    それでは、議事進行をさせていただきます。 

        米沢市農業委員会会議規則第３条の規定による本日の欠席通告委員は、７

番 鈴木和義委員の１名で、１９名中１８名の出席であります。よって、本

日開催の米沢市農業委員会第７回定例総会は成立をいたしました。 

        今回の議事録署名委員には、１４番 佐藤利夫委員、１５番 長谷部吉雄

委員を指名いたします。 

        続いて、審議に入りますが、議案の訂正や議事運営について事務局からあ

りませんか。 

根津補佐   （挙手） 

議  長    根津補佐。 

根津補佐    議案書の訂正等はございません。 

議  長    ないようなので、議事を進めます。 

        初めに、報第１号 非農地証明の報告について、を議題といたします。議

案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第１号 非農地証明の報告について。下記の土地について、農地及び採

草放牧地のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号４９号の計１件で、証明しました地目別の筆数及び地積は、畑の

み１筆 １３２．００㎡です。 

        受理番号４９号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用

年月日は、昭和５２年頃です。申請理由は、昭和５２年頃より住宅敷地とし

て利用されており、非農地化しているためです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、報告事案でもありますので、以上で報第１号 非農地証明の報

告について、を終わります。 

        次に、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通

知について、を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求

めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知につ
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いて、農地の賃貸借の合意による解約が成立したと下記のとおり通知があり

ましたので、その確認を得るため委員会に付議いたします。 

        受理番号４３号から４９号の計７件です。申請人及び土地の表示等につい

ては記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田３８筆 ４７，

７５３．００㎡、畑３筆 ４４５．００㎡、合計４１筆 ４８，１９８．０

０㎡です。 

        受理番号４３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号４９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項

の通知について、議案書のとおり確認することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条

第６項の通知について、議案書のとおりであることを確認いたしました。 

        次に、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について。下記の農

地について、農地法第３条第１項の許可申請がありましたので、その可否を

求めるため委員会に付議いたします。 

        受理番号５７号から５９号の計３件です。申請人及び土地の表示等につい
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ては記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田のみ８筆 ５，

２７４．００㎡です。 

        受理番号５７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望のための売買です。 

        受理番号５８号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望のための売買です。 

        受理番号５９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望のための贈与です。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

        それでは、受理番号５７号から５９号を上程いたします。 

２  番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ２番。 

２  番    ２番 我彦です。議案第２号、受理番号５７番について、調査結果を報告

いたします。 

        農地を売買する申請です。申請人、土地の表示は議案書記載のとおりです。

調査は２月４日に渡人の○さんと受人の△△さんにお会いしてお話を聞きま

した。申請地は、○○○○より△△に５００メートルくらい行ったところに

位置しています。今回、○さんは農地を全部売りたいということでした。今

回は元農業委員の○○○○さんに買ってもらうことになったんですが、台帳

を取ったらその中の一部８，５４９㎡のうち１５５㎡が今回受人の△△△△

さんのところに農地があったということで、今回その農地を△△△△さんが

以前からもう３０年も作ったんですが、今回買うことになったということで、

これからも継続して農業やっていくというということで問題ないかと思われ

ますので、ご審議よろしくお願いします。 

        以上です。 

議  長    では５８号について。 

１ ４ 番   （佐藤利夫委員 挙手） 

議  長    佐藤委員。 

１ ４ 番    １４番 佐藤です。議第２号の受理番号５８号につきまして、調査結果を

ご報告申し上げます。土地を売買する申請であります。 

        渡人、受人関係、土地の表示につきましては議案書のとおりでございます。 

        １月３１日に受人である○○○○さんに電話で確認したところ、間違いな

く△△さんから買うということで、今まで△△さんの農地をお父さんの△△

△△さんが作っておったんですが、去年、経営移譲し○○さんが譲り受けた

ので、今回同時に土地を購入することになったようです。 
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        ２月２日にも渡人である△△さんに電話で確認しております。この案件に

つきましても、何ら問題ない案件かと思いますので、皆様のご承認をよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

        以上です。 

議  長    それでは５９号。 

１ ２ 番   （橋本政美委員 挙手） 

議  長    １２番 橋本政美委員。 

１ ２ 番    ５９号は５８号と同一の受け手の人でありまして、場所は○○○○の南側

の土地になりまして、贈与となっていますが、本人とは全然血縁関係はあり

ません。△△行政書士と話しまして、何ら問題はないように思われます。 

        よろしくご審議のほどお願いします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号５７号から５９号について、意見並びに質

問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号５７号から５９号について許可することに異議ありま

せんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。議

案の内容について、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第３号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法等の一

部を改正する法律附則第５条の改訂により、改正前の農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により委員会に付議します。 

        受理番号１号から２７号の計２７件です。内訳は売買による所有権移転が

３件、新規の貸借権の設定が１２件、貸借権の再設定が１２件です。申請人

及び土地の表示等については記載のとおりです。申請のありました筆数及び

地積は、田１８０筆 ２５８，１４７．２０㎡、畑１６筆 １５，５５０．

００㎡、合計１９６筆 ２７３，６９７．２０㎡です。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号３号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし
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ては記載のとおりです。 

        受理番号４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定で

す。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定で

す。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定で

す。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は中間管理事業による新規の賃貸借権設定で

す。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号１９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま
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しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件については、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号、２７号について、議案書のとおり米沢市が計画

書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農用地利用集積計画については、議案書のと

おり米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

        次に、議第４号 贈与税の納税猶予に関する農業経営証明について、を議

題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第４号 贈与税の納税猶予に関する農業経営証明について。農地の生前

一括贈与に係る贈与税の納税猶予の適用の更新をするため、引き続き農業経

営を行っていることの証明願がありましたので、その可否を求めるため委員

会に付議いたします。 

        受理番号１号の１件となります。申請人及び土地の表示等については記載
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のとおりです。 

        受理番号１号 申請人 米沢市○○○○ △△△△、贈与者 ○○、贈与

年月日 昭和５３年１０月３０日。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明してください。 

        それでは、受理番号１号を上程いたします。 

１ ８ 番   （鈴木晃子委員 挙手） 

議  長    鈴木委員。 

１ ８ 番    １８番 鈴木です。この件に関しまして、○○○○さんのご自宅に１月３

１日にお伺いしまして、ご本人様にお話をお聞きしてまいりました。 

        令和３年２月１６日から令和６年２月１４日までの対象期間中に、対象地

にて農業を行っていたかの確認をしましたところ間違いなく農業をしており

ましたということでしたので、問題ないと思われます。ご審議よろしくお願

いいたします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１号について、意見並びに質問はありませ

んか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号について、証明相当と認め、議案書のとおり証明

することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第４号 贈与税の納税猶予に関する農業経営証明につ

いて、証明相当と認め、議案書のとおり証明することに決定いたしました。 

        以上で１の提出議案についての審議は終了いたしました。 

        続いて、２のその他に移ります。 

        農政振興等に関する改善意見や施策について、話題提供として議席番号順

に２名の委員の方から発言をいただきたいと思います。今回は、１１番並び

に１２番の２人となりますので、初めに１１番 江口益美委員にお願いいた

します。 

１ １ 番    １１番 江口です。私からは先ほど会長から冒頭の挨拶でありました地域

づくり、地域計画ということで農業経営基盤強化促進法というところの未来

予想図１０年に向けた地域づくりというような地域の計画ということで、今

それに基づきながら市では振興組合長を通しながらアンケートを取りまとめ

ているところであります。地域農業ということで私も振興組合長をやってお

りますので、私は○○町内ですが、その中でいろんな方々とお話をしながら、

アンケートを集めてきたところであります。その中で地域の農業も大分高齢

化になってきて、後継者も不足している非常に困惑をしている中での状況で
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大変だというお話を聞いたところであります。農業経営基盤強化ということ

で農地の集積というが、今国でもそういった後継者いないという中で地図を

１０年後を見据えながら、それを取り組むということで先ほど話があったわ

けでありますそれをやっていかなければならないということですが、本当な

ら農業所得の向上あるいは一つは肥料の資材高騰の中で高止まりだという中

で、それに反映したような農産物の価格などのことも含めながら、また、都

市近郊の農業や雪の降らないところ、そして私たちのように雪国の農業のと

ころではそういった作物についての作付などの反映をする施策が必要だとい

う、国にもそういった要望しながらその地域計画をつくりに当たってもらう

ということができれば、反映できるのかなと思っております。農家は２０年

後にはこのままだと農家戸数が４分の１になると予測されている中で、政府

は今、農政憲法と位置づけられております食料農業農村基本法を本格的に改

正を行うとしておりますが、この国から農家が少なくなることを考えますと、

食料はもとより国の環境保全も本当に危惧されると思います。これは本当に

人ごとではないなと思っております。 

        夕食時にうちの２３歳になる孫に若者が何で農業やらないと思うかと、ビ

ール酌み交わしながら聞きました。ちなみに孫は農業をしておりません。答

えは率直に儲からない、機械代に追われる、若者には魅力ない等と言われて、

ちょっとショックを受けたところでありました。所得の向上があれば農業を

継ぐ気が出て後継者が育ってくるんじゃないかと思っております。食糧農業

基本法の見直しは国民一人一人の食料安全保障を考えると宣言しておきなが

ら、いつの間にかこの議論は不足時における安全保障にすり替わっているよ

うな議論が取り交わされている気がします。有事に輸入とか見ては食料は本

当に安全に伝わっていくのかなと思っております。２月１１日の新聞で、地

域計画で受け手がいないところの農地集約の奨励金の対象拡大という記事が

ありました。政府はそんなことやっておるようでありますが、担い手がいな

い普通の農地を１か所にまとめた場合、１０アール当たり５，０００円から

１万５，０００円の奨励金を出すということで、政府は早い者勝ち、今まで

も水張り減反もそうでありました。最初は１７万を出しながら、今度は財政

が何か言うと１４万というところで、政府はそういったもので早い者勝ちだ

なんというような、この政策についても早くやった者についてはこういうの

出すというような、だから何か農家はそれに躍らせながら何か本当に現場は

苦労しながらやっておるところであります。本当に政府はそういった施策に

ついてもっと現場を本当に見ながら、我々も要望しながら農家の在り方をも

っと分かってもらいながら進めたいというふうに私も思い、遠藤委員も前回

そういった発言をしたとおりであります。私もそういった思いがないと、な
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かなか農家が前の見えるような農政ができていないと思いますので、できれ

ばこういう話をしながらやっていきたいものだなと思っております。取り留

めのないようなことを話しまして、以上私の発言とさせていただきます。 

議  長    ありがとうございました。続いて、１２番 橋本政美委員お願いします。 

１ ２ 番    やっと農業を始めて、まだそれでもサラリーマンのほうがまだ長いような

状態です。 

        大体去年の数字が出てきたものだから、一応言ってみたいと思います。米

が１キロ当たり１８５円です。ちなみに去年が１９５円でした。今年度はキ

ロ当たりマイナス１０円になりました。一方、キュウリなんですが、キロ当

たり去年は高騰しまして、３５３円です。その前の年、令和４年が３２６円、

その前が３８０円、かなりの差がありますが、前回は大雨によって駄目でし

たね。去年が雨と高温による根腐れが起こりまして、かなりのダウンですね。

大体金額にして４２万ほど下がりました。それで、経費を削減するという意

味でもコストコの燃料を使っています、今。灯油が９７円、ガソリンが１５

５円、軽油が１２８円、一応去年の免税軽油、あれよりも安いです。ただ場

所が遠いので大体４２キロぐらいありました。ただ、ハイブリッドだと１．

５リットルくらいかな、そのくらいで行って帰ってこれますので、十分に割

に合うかなという気はします。 

        まだ一つの手なんですが、あともう一つ、今回しているんですが、○○で

何かバザールというか産業機械の展示をしていたようなんです。そこでマッ

スルスーツ、介護用の商品ですが、実際問題、着けて米を積むんですね。ど

うしても色選かけたりすると２回通さなくちゃいけないときあるので、その

ときにこれ使ってすると、１パレット約４２俵、大体３０分で積めます。何

も着けないで一番上までは上げられません。これ何とか市とかで補助出るよ

うにならないものかなと思います。ちなみに金額が１２万しますので、何と

か考えてもらいたいと思います。 

        以上です。 

議  長    それでは、ただいまお２人の方からご意見いただいたわけでありますが、

皆さんからこれについて何か関連した意見とか質問とかあれば。 

５  番   （宮﨑雅文委員 挙手） 

議  長    ５番 宮﨑委員。 

５  番    ５番 宮﨑です。今、橋本委員よりありましたマッスルスーツの使用につ

いてですが、私も農業新聞ですかね、△△で体験会をしたということで、ぜ

ひ米沢市でもしていただきたいなと思ったところでありました。 

        よろしくお願いします。 

議  長    ほかに何か。 伊一委員あたり何かないですか。特に地域計画とかいろい
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ろ。 

１ ０ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    遠藤委員。 

１ ０ 番    １０番 遠藤です。先月江口委員と同じような考えで、口を出していこう

ということで、我々が農業委員としてできる農政活動を何とか前進させたい

なということでお話をさせていただきました。やはり来る３月１０日でした

っけか、地元の農林副大臣の鈴木議員が来るわけですので、その日を逃して

はこれからますます我々の農業者にとってはデメリットのほうが余計にかか

ってくるのではないかなと思いますので、この機会ですので、やはり鈴木副

大臣にこれからの彼らの考える農業とは何ぞやと、着地点というかどのよう

なビジョンを掲げて我々にそういう農政を出してくるのかということの着地

点をはっきり示してもらいたいと思っています。俺らいらないのかいるのか、

本当に。どういうふうに考えているのかということが見えないと、これしろ

あれしろと言われたとしても右往左往するだけですので、江口委員と共にや

はりこれからも一生懸命に農政活動に頑張っていきたいと考えておりますの

で、皆さんもひとつよろしくお願いしたいと思っております。 

        以上です。 

議  長    地域の中で江口委員が言ったように、後継者がなかなかいない状況の中で、

今後１０年を目指した計画はどうするかというのはなかなか地域や土地を守

っていくにはどうするかということでいろいろ考えるところあると思います。

農協も将来に向けて後継者いなくなるとだんだんとひどくなってくるのでは

ないかとい思うんですが、その辺について農協から、佐藤政和委員。 

４  番    確かに農家数が減ることで、ここ十数年、農協の出資金の額が年々１億円

くらいずつ減っております。農家の規模は各地域の中で１戸の規模は大きく

なっておりますが、その反面、農家数が減ってきておるので、農村を構成す

る方々が少なくなってきおり、かなり危惧をしているのが現状です。 

        それで、剰余金ということで出資金に代わるということで、資本を充実さ

せながら農協の運営を強化したいということで毎年頑張ってきているわけで

すけれども、そのスピードが農協の努力ではなかなか追いつかないというと

ころが地域によってはかなりあるということで、県一本の農協になって合併

農協になっているというところが数県あります。当の山形県ではどうかとい

うと、まだそこまではしなくても大丈夫だということで、１５農協あるわけ

なんですけれども、その中での組合長の方々の考えはそのように伺っており

ます。ただ、農家、一般の地域の農家の方々はそういうふうな考えで地域の

農業頑張っていこうねという気持ちでは大多数の方々は思っておられますけ

れども、先頃、県の会議に出たときに、ある農家が今の米の値段が若干上が
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っていると、そうすると高いものだから消費を抑えてしまうという考えの農

家も実際いるそうです。 

        私たちにとっては販売金額高くなるのはそれはいいということですけれど

も、反面そういう方々がいるということもやはり農家が一枚岩でないという

現状もこの間聞いて、驚いたわけですけれども、思い起こせば消費者にそう

いう農産物を卸して販売をしている方々は消費者の経営先とまでは言わない

だろうけれども、そういう消費者の考えを持っていて、農家、農村を維持し

ていかなければいけないという考えが希薄だと思うんです。だから、農家、

その地域の中での農家の方々が、我々農業委員も指導していきながら、この

ものをなくせば地域がおかしくなるんだということをもっと大きな声で言っ

て、そして今回の地域計画もそうですけれども、そうでないと地域が持たな

いんだということを全面に出して、話を進めていかなくちゃならないのでは

ないかなと私個人は思いますけれども、農協としてはそういうふうな部分に

ついても積極的に話合いにリーダーシップを取るとまではいかないかもしれ

ませんけれども、その中については積極的に参入をして話合いを進めていく

立場になっていくという気ではおるところでございます。 

議  長    なかなか農家戸数が減ってきて、農業者が減ってきているということが大

きな影響を受けてると思います。橋本委員に米の値段については等級が悪か

ったりすると、極端に単価が安くなったということがあったり、特に農作物

については、市場価格に左右されるものだから、消費者の方にコスト転嫁と

いうのがなかなかできなくて、工業製品と違ってできないという部分あるん

ですけれども、いかに価格転嫁できるような手立てというのは、やはり消費

者の方にいろいろ理解してもらうとか、樋渡委員あたり消費者の立場。農家

のコストを転嫁した価格というのは安いほどいいというのは消費者だと思う

んだけれども、どういう考えか。農業委員の立場もあるんだけれども。 

８  番    やはり毎日食べる物なので、野菜は。価格が今よりも上がると消費者は困

ると思います。そうなってくるとだんだん加工品というか野菜の無駄とかロ

スが出ないような冷凍の物とかそれから加工された物に消費者が走っていく

というか、そういう物を買うことが多くなっていくと思うので、野菜とか農

産品の価格はできれば今と同じでいてほしいと思います。ただ、それだと生

産している農家さんが困るというのは分かるので、そこに何というんですか、

行政が関わって農家も困らなくて消費者も困らないような助成金とかいろん

な手立てを考えてほしいなと思うのが正直なところです。 

議  長    今、樋渡さんからそういう意見、やはり消費者は毎日食べる物、高いより

は安いほうがいいというのは当たり前だと思うんだけれども、やはりそうい

う価格転嫁できないような状態続くと、農業をやって儲からなくなるからね、
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農業。やはり赤字になって農業するなんていう人だんだんいなくなるだろう

から、やはりそこら辺考えれば、行政というより国の政策として対策とかが

必要ではないのかなということ。例えば作ったら数量払いとかいろいろ、検

査の場合あるんですけれども、野菜とかいろんな農産物についてもそういう

のも必要ではないのかなという気がするところです。生産費、肥料高騰ある

いは燃油の高騰でかなり影響を及ぼしている。これについては、国の肥料高

騰の対策というのがあった。ただ燃料については各電力のほうの元のほうに

やっているものだから、元売りの。目に見えて本当にその恩恵を受けている

のか受けていないのか分からない部分あって、実際に買った値段からこのく

らい引きますとか出てくれば、これは国の補助金ですというのが分かるんだ

ろうけれども、全て元売りと元のところにいって、だから安いと言われても

なかなか実感湧かない気がするんですけれども。もう少し何かこのことにつ

いて、皆様のほうから。 

１ ０ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １０番 遠藤委員。 

１ ０ 番    １０番 遠藤です。その俺たちが声を出していく方法というのをもう少し、

ただ言っていたって分からないから、テレビ、ラジオ、マスコミ等で本来の

農業の姿というものを国民に分かりやすく素早く撮るような形のアピールを

していかないと駄目だと思います。毎日テレビつけると裏金の問題でしょう。

毎日あれやっている。それでなくて、日本の農業というのは本当に困るんだ

ということでＮＨＫで特集で取り上げてもらう場合もあるんだけれども、民

放の電波も使って。昔はよく東京に行って、後ろ旗上げてわーっと言うと民

放でも大体来て、米価がどうだと言って国民が言えるわけだけれども、今ほ

とんどないからね。だから農協さんともタイアップでいろいろ頑張ってもら

って、ヨーロッパみたいにトラクター乗ってストしろ、デモしろというよう

なことではないんだけれども、それに近いようなものを声を出していって、

口に入れる物はコストがこのくらいかかるし、消費者には安いものを供給し

たいという気持ちもあるんだけれども、職業としてはもうからない職業だか

ら、そのもうからない部分は戸別補償しろというような。昔の農林省の務め

ていた議員が、戸別補償をやってくれた。ああいう方式をもう一度やはり国

民に納得、理解してもらうような電波を使って流すというのも一つかなと思

っていたのよ。だから小学校の教科書２０年くらい前に農業というのはこう

いうもので大変だから、米作りというのはこうだという学習要綱の中に入れ

て幼稚園とか小さいときからこれずっと持っていかないと理解してもらえな

いのではないかということがあるもので、もう少し原点ではないんだけれど

も、我々の本音をもうちょっと分かりやすくマスコミに取り上げてもらうよ
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うにするといいのかなと思うし、農業というのは本当に出てこないもんね、

もう。専門誌、農業新聞とか共済新聞とか全国農業新聞には書かれるけれど

も、これ一般の人大体見ていないから。俺らは農業新聞見てわーっと情報を

得るけれども、やはりその産業新聞というのはその人しか見ないから、やは

り全国版とかそういうのでＰＲするのをもう一回農協の昔あった中央会の

方々にもうちょっと頑張っていただいてやっていくのがいいのかなと思うん

だけれども、１０年待ってろなんと言っても待っていられないし、明日ひど

いのだから、その明日ひどいのを訴えていくしかないかなと思っていたもの

で。ぜひ今度ある懇談会のときにやはり少し強めに言っていって、俺たち訴

えられるのは１票しかないもので、その１票というのでひっくり返した歴史

もあるわけだから、そういうことをもう少し積極的にやっていったらいいの

ではないかなと、そうすれば魅力ある農業だし後継者も出てくるのかなと思

いますので、以上、つまらないことで申し訳ないけれども。 

議  長    食管制度あったときは上京してデモしたりいろんな場面でマスコミに取り

上げられたり、いろいろあってまだまだ国民の関心というのはあったようだ

けれども、それやめてから国民の関心は農政運動していたこと自体がちょっ

と国民の方があんまり分からないようになっている気がしたようであります。

ちょっと話変わると思うんだけれども、今日の山形新聞、２面の上のほうに

地域計画についてのことで記事見たのよ。その各市町村作らなければいけな

いんだけれども、それぞれの地域によって進行度合いへの差があるんだとい

うこと書かれていて、そして先行しているところについては地図の作成なり

終わったところもあるんだと。その活動の事例を今度の１６日の○○の△△

だっけ、そこで関係者を集めてセミナーを開催するということで、やはり新

聞の２面に出るということは、山形県としては結構行政が全部知らないもの

だから、結構大事なものだと捉えているような一つの証ではないかなと思っ

たところです。１６日、あれ何人行くんだっけ、３人しか行かないんだっけ。

（「５人です」の声あり）５人か。（「委員５人と事務局３人です」の声あ

り）では農業委員会からは私と佐藤政和委員と遠藤耕一推進委員が○○から

まずしなければならないものだと自分で見ないと分からないべということだ

ったもんだから。（「樋渡委員と晃子委員が」の声あり）樋渡委員と晃子委

員。今５人ということで、まずどういうことで取り組んでいるかという事例

発表ですよね。これからの参考になると思いますので、行ってきたいと思い

ます。いいですか。 

４  番    ４番 佐藤です。ちなみにこの間会議があったそうですけれども、一番進

んでいるのが△△ですか。地図作成しているというふうな。 

小田局長    私も出席してまいりました。△△は関係部署と勉強会を始めたところで、
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講師の方からは非常に遅れているという話をされたので、△△ではないと思

います。○○のほうが進んでいるのではないかというところです。 

        以上です。 

議  長    高畠も地図終わったと言っていたね。 

小田局長    農政課長と農業委員会が兼任しているところは進むと。どちらの課長もや

っているので、そのほうが早いんだということでした。 

議  長    農政課と農業委員会が同じ部署であるんだよ。それぞれ担当しているもの

が、一緒になってやっているというところがやはり進んでいるようですし、

さっき言ったとおりに、△△だと農政課と農業委員会とあるいは関係する土

地改良とかだっていろいろ名前挙がっていたんだけれども、まだ一堂に会し

てどういう進め方していくかという話も全然ないもんね。だからやはりそう

いうことも必要だと思うのよ、それぞれの。だから農政課あたりに言ってみ

んなに関心持ってもらって、一緒になって作っていくのがいいかと思います

けれども、あんまりすると農業委員会がしろなんて言われると駄目なんだ。

あくまでも農政課が主体となってやっていくと、そこに農業委員会は地図の

作成なりというのを役割として持っていくということでありますので、やは

り各地区の例えばここ、人・農地プランの策定期とあるわけで、その中に各

集落が入っていると、どこの範囲で話をするか、ここが各地区で話合いをし

ていいのか、いいというところについては大きいところ、だけれどもそうで

はなくてもう少し字単位とか集落単位で一回お話をしなければということで

出てくるから、そこら辺は各地域の実情と合わせていいと思うんだけれども、

そのことについてもやはり農政課だけでなくて、農業委員会も入りながら一

緒に進めていくべきではないのかなと思います。やはり旧市内の方は地元に

あまり農地がなくて、周りに点在しているというようなことであれば、そこ

に入ってそういう話もしていかなければ。そういうことも含めて何回も話し

てみますけれども、やはり一緒になりながら進めていくと。その進め方につ

いてもどういう進め方したらいいのかということも、ただ集まってくれと言

って何にも分からないでただ進めてくださいなんと言っても駄目だろうから、

どういう関わり方をしていくのか、どういう進め方をするのかということに

ついても、やはりもう少し煮詰めていかなければならないと思いますので、

その辺についても農政課と話をしたいと思います。 

時間も時間でありますので、皆さんなければ、いいですか、これで。 

それではその他を終了して、以上で本日の第７回米沢市農業委員会定例総

会を閉会いたします。 

 

閉  会   午後３時３０分 
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以上、会議の顛末を記載し、相違ないことを認め、ここに署名する。 
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